
ひとり親家庭等への支援施策に係る検討について

○ 令和元年度で対象期間が終了する「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための基本的な方
針」の見直しと、平成26年改正法附則の検討規定に基づき、改正後の規定について、その施行の状
況等を勘案した検討が必要となっている。

○ これらの事項について、年内（令和元年12月中）を目途に検討を進める。

○ 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律（平成26
年法律第28号）

・H26.10 改正母子及び父子並びに寡婦福祉法施行
（支援体制の充実、支援施策・周知の強化、父子家庭への支援の拡大）

・H26.12 改正児童扶養手当法施行
（児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し）

○ 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(基本方針）
（母子及び父子並びに寡婦福祉法第11条）
・H27.10 基本方針の見直し策定 （基本方針の対象期間：H27年度～H31年度）

（平成27年10月2日厚生労働省告示第417号）

・検討規定（附則）
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、
その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講
じるものとする。

・基本方針の見直しに当たっては、見直し前に施策の評価を行う。評価により得られた結果は、基本方針の見直し
に際して参考にする。

資料１
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② 平成26年改正法附則による検討

① 基本方針の見直し



母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の全体像

１．方針のねらい
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号) に基づき、特別措置法等の趣旨、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の実態等

を踏まえつつ、母子家庭等施策の展開の在り方について、国民一般に広く示すとともに、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務
所を設置する町村において自立促進計画を策定する際の指針を示すこと等により、母子家庭等施策が総合的かつ計画的に展開され、
個々の母子家庭等に対して効果的に機能することを目指するものである。

２．方針の対象期間 平成27年度から平成31年度（令和元年度）までの５年間

１．離婚件数の推移等
２．世帯数の推移等
（１）世帯数
（２）生別、死別の割合
（３）寡婦の数等
（４）児童扶養手当受給者数
３．年齢階級別状況
４．住居の状況

・持ち家率、借家、公営住宅等の割合
５．就業状況

・正規の職員・従業員、パート・アルバイト
等の割合

６．収入状況
・平均年間収入、平均年間就労収入

７．学歴の状況
８．相対的貧困率
９．養育費の取得状況
10. 面会交流の実施状況
11. 子どもの状況等

・子どもの数、就学状況別
12. その他
（１）公的制度等の利用状況
（２）子どもについての悩み
（３）困っていること
（４）相談相手について
13. まとめ

第１ 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職
業生活の動向に関する事項

１．今後実施する母子家庭等及び寡婦施策の基本
的な方向性

（１）国、都道府県及び市町村の役割分担と連携
（２）関係機関相互の協力
（３）相談機能の強化
（４）子育て・生活支援の強化
（５）就業支援の強化
（６）養育費の確保及び面会交流に関する取り決

めの促進
（７）福祉と雇用の連携
（８）子どもの貧困対策
２．実施する各施策の基本目標
（１）子育てや生活の支援策
（２）就業支援策
（３）養育費の確保及び面会交流にに関する取り

決めの促進
（４）経済的支援策
３．母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のた

めに講ずべき具体的な措置に関する事項
（１）国等が講ずべき措置
（２）都道府県及び市町村等が講ずべき措置に対

する支援
（３）就業の支援に関する施策の実施の状況の公

表
（４）基本方針の評価と見直し
（５）関係者等からの意見聴取
（６）その他

第２ 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上
のため講じようとする施策の基本となるべ
き事項

１．手続きについての指針
（１）自立促進計画の期間
（２）他の計画との関係
（３）自立促進計画策定前の手続

① 調査・問題点の把握
② 基本目標
③ 合議制機関からの意見聴取
④ 関係者等からの意見聴取

（３）自立促進計画の評価と次期自立促進計画
の策定

①評価
②施策評価結果の公表
③次の自立促進計画の策定

２．自立促進計画に盛り込むべき施策について
の指針

（１）母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の家庭
生活及び職業生活の動向に関する事項

（２）母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活
の安定と向上のため講じようとする施策の
基本となるべき事項

（３）福祉サービスの提供、職業能力の向上の
支援その他母子家庭及び父子家庭並びに寡
婦の生活の安定と向上のために講ずべき具
体的な措置に関する事項

①厚生労働大臣が提示した施策メニュー
②都道府県等及び市等独自の施策メニュー

第３ 都道府県等が策定する自立促進計画の
指針となるべき基本的な事項
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平成２６年度のひとり親家庭支援施策の見直しについて

○ 母子家庭等が地域の実情に応じた最も適切な支援を総合的に受けられるよう、①都道府県・市等による支援措置の計画的・積極的実施、
周知、支援者の連携・調整、②母子・父子自立支援員(＊３（２）参照)等の人材確保・資質向上、③関係機関による相互協力について規定。

１．ひとり親家庭への支援体制の充実

（１） １～３については、平成２６年１０月１日に施行。
（２） ４については、平成２６年１２月１日に施行（平成２７年４月から支払い）。

施行期日

ひとり親が就業し、仕事と子育てを両立しながら経済的に自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成
長できるよう、また、「子どもの貧困」対策にも資するよう、ひとり親家庭への支援施策を強化。

※ 平成２２年の児童扶養手当法改正法附則の施行３年後の検討規定に基づく見直し。

（１） 就業支援の強化
高等職業訓練促進給付金等を法定化し、非課税化。 ※母子家庭の母等が就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する期間の生活を支援するための給付金。

（２） 子育て・生活支援の強化
保育所入所に加え、放課後児童健全育成事業等の利用に関する配慮規定を追加。
子どもへの相談・学習支援、ひとり親同士の情報交換支援等に係る予算事業を「生活向上事業」として法定化。

（３） 施策の周知の強化
就業支援事業、生活向上事業に支援施策に関する情報提供の業務を規定。

（１） 法律名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。父子家庭への福祉の措置に関する章を創設。

（２） 母子福祉資金貸付等の支援施策の対象を父子家庭にも拡大するほか、母子自立支援員、母子福祉団体等や基本方針、自立促進計
画の規定に父子家庭も対象として追加し、名称を「母子・父子自立支援員」、「母子・父子福祉団体」等に改称。

○ 公的年金等を受給できる場合の併給制限を見直し、年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を支給。

２．ひとり親家庭への支援施策・周知の強化

３．父子家庭への支援の拡大

４．児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し

母子及び寡婦福祉法の改正

児童扶養手当法の改正
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4

H27.12 すくすくサポートプロジェクト（ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト）【別添３】

→ H28.4～ ・ワンストップ化の推進（現況届時の集中相談体制の整備等）

・高等職業訓練促進給付金の支給期間の延長等

・子どもの生活・学習支援事業の創設

・弁護士を活用した養育費等相談の実施

・母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付利率の見直し 等

→ H28.8～ ・児童扶養手当の第２子以降の加算額の引き上げ 【別添４】

H28.11  ・全国ひとり親世帯等調査の実施（平成29年12月公表）

H30.6～ ・未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用の実施

H30.8～ ・児童扶養手当の全部支給所得制限限度額の引き上げ

H31.4～ ・ひとり親家庭等生活向上事業の拡充（地域の民間団体の活用等による継続的な見守り支援等の実施）

・高等職業訓練促進給付金等の拡充

・離婚前後親支援モデル事業の創設

R1.11～ ・児童扶養手当の支払回数を年3回から年6回に拡大 【別添５】

R2.1 ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金

（未婚の児童扶養手当受給者に対する税制改正措置（R3年度以後の個人住民税について適用））

最近のひとり親家庭等支援施策の動向



ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト（課題と対応）

○ 経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増加傾向

○ これらの方の自立のためには、

・支援が必要な方に行政のサービスを十分に行き届けること

・複数の困難な事情を抱えている方が多いため一人一人に寄り添った支援の実施

・ひとりで過ごす時間が多い子供達に対し、学習支援も含めた温かい支援の実施

・安定した就労による自立の実現

が必要。

現状・課題

平
成
28

年
通
常
国
会
に
お
い
て

児
童
扶
養
手
当
法
改
正
法
が
成
立

① 支援につながる

② 生活を応援

③ 学びを応援

 自治体窓口のワンストップ化の推進

 子どもの居場所づくり
 児童扶養手当の機能の充実
 養育費の確保支援
 母子父子寡婦福祉資金の見直し
 多子世帯・ひとり親世帯の保育所等利用における負担軽減

 教育費負担の軽減
 子供の学習支援の充実
 学校をプラットフォームとした子供やその家庭が抱える問題への対応

④ 仕事を応援

 就職に有利な資格の取得促進
 ひとり親家庭の親の就労支援
 ひとり親が利用しやすい能力開発施策の推進
 非正規雇用労働者の育児休業取得促進

就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な支援を充実。

対 応

⑥ 社会全体で応援
 「子供の未来応援国民運動」の推進
 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援

○昭和63年から平成23年の25年間で
母子世帯は1.5倍、父子世帯は1.3倍

（母子世帯84.9万世帯→123.8万世帯、
父子世帯17.3万世帯→22.3万世帯）

○母子世帯の80.6％が就業しており、そ
のうち47.4％ はパート、アルバイト等

○母子世帯の平均年間就労収入（母自身
の就労収入）は181万円、平均年間収
入（母自身の収入）は223万円

⑤ 住まいを応援  ひとり親家庭等に対する住居確保の支援

5
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（H28年）児童扶養手当法の一部を改正する法律の概要

○ 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、支給される手当。児童扶養手当
の額は、月額４万２千円（平成27年度）。

○ 児童の数に応じて、第2子については5千円、第３子以降については3千円の加算額が支給される。
○ 手当額（加算額を除く。）については、物価スライドを適用するとともに、年収に応じて支給額を逓減させ

ている。

○ 児童が２人以上のひとり親家庭の経済的負担を軽減することを目的に、第２子に係る加算額を５千円から
１万円に、第３子以降に係る加算額を３千円から６千円に見直す。

○ 加算額についても、物価スライドを適用するとともに、年収に応じて支給額を逓減（※）させる。
（※）支給額の逓減は法改正事項ではなく、政令改正により対応。

○ 平成28年８月１日施行（平成28年12月から支給）

制度の概要

改正の内容

（例） 母１人子３人の場合のイメージ図 ＜改正後＞

460万円

42,000円

第1子 42,000円

第3子 6,000円

第2子 10,000円

平成29年４月から
物価スライド適用

＜改正前＞

460万円

42,000円

物価スライド
適用済み

第1子 42,000円
物価スライド

未適用

支給額
（月額）

年収

第3子 3,000円

第2子 5,000円

物価スライド
適用済み

年収

支給額
（月額）

227万円
（一部支給停止が開始となる額）

227万円
（一部支給停止が開始となる額）
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生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成30年法律第44号）の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)

② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等

２．生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法）
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援
① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付

(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化
① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等

３．ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法）
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し（年3回（4月,8月,12月）から年6回（1月,3月,5月,7月,9月,11月）） 等

改正の概要

平成30年10月１日（ただし、１．(2)(3)は平成31年４月１日、２．(1)は公布日、２．(2)①は平成33年１月１日、２．(3)は平成32年４月１日、３．は平成31年９月１日※ 等）

施行期日

※平成31年11月支払いより適用 7
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制度の仕組みを見直し、毎月支給する案

○ 児童扶養手当の支払回数について、現行の年３回（４月、８月、12月）から年６回（１月、 ３月、
５月、７月、９月、11月）に見直す。

2018（平成30）年４月支払 ８月支払 12月支払

2017.12月 2018.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

＜現行＞

2019（平成31）年４月支払 ８月支払 11月支払 2020年1月支払 ３月支払

2018.12月 2019.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 2020.１月 ２月

＜見直し後＞ 奇数月の支払に変更

※ 見直しによる最初の支払（2019（平成31）年11月支払）は、８月分から10月分の３か月分の支払とし、それ以降は奇数月に
２か月分を支払う。

※ 毎年８月に提出する現況届による手当額の改定は、地方自治体の事務処理期間を考慮し、12月支払分以降から１月支払
分以降に見直す。

＜参考＞ 児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院・平成28年4月20日）抜粋
○ 児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を考慮しつつ、ひとり親家庭の利便性の向上及び家
計の安定を図る観点から、支給回数を含め、所要の改善措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計
管理の支援を推進すること。

＜参考＞ 児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（参議院・平成28年4月28日）抜粋
○ 児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調査するとともに、ひとり親家庭の利
便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数について隔月支給にすること等を含め、所要の措置を検討すること。また、ひとり親家庭
の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進すること。

児童扶養手当の支払回数の見直し
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